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【会議録】 
 
○こども家庭⽀援課⻑ 

それでは、ただいまより令和５年度第１回江東区こども・子育て会議を開催いたします。
本日はお忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。また、委員就任につき
ましては、ご快諾いただきまして、重ねて御礼申し上げます。本日は、第１回の会議のため、
会⻑が選任されますまでは事務局において進行を務めさせていただきます。改めましてこ
ども家庭⽀援課⻑の⿃⾕部です。よろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして、
⽊村江東区⻑よりご挨拶を申し上げます。 

 
○⽊村区⻑ 

どうも皆様こんにちは。江東区⻑の⽊村弥⽣でございます。本日はお忙しい中、この江東
区こども・子育て会議にご出席を賜り、お時間いただきましてありがとうございます。皆様
ご存知と思いますが、私、４⽉の江東区⻑選挙で、第６代、江東区⻑、初の⼥性区⻑となっ
て就任をいたしました。その中で「こどもまんなか江東区」を第１の政策として掲げて当選
をいたしました。私が４００回近く駅前で、あるいはスーパーの前で辻立ちをしている中で、
子育て中のお⺟さんたち、⾃転⾞に子供を乗せたお⺟さんたちから、「⽊村さん、子供政策、
江東区、もっとちゃんとやってください」と、たくさんの方からお声をいただきました。あ
るいは、また子育て⽀援のＮＰＯの皆さんからもたくさんの⽀援、期待をいただきました。
私は、そういった方々に期待されて、そして、例えば選挙の時にも子供たちを育てている現
役のママたちが私設応援団を作ってくださいました。そういった期待にこたえて、この江東
区の子育て政策をもっと前に進めて参りたいと考えております。 

折しもこの４⽉から、国もこども家庭庁が設置されまして、こどもまんなかで動いている
ところでございます。私もこの区政で、早速１０⽉から学校給食の小中学校の無償化がスタ
ートいたします。また、ベビーシッターの利用の補助事業も、なかなか進んでこなかったん
ですけれども、実施に向けて早急に準備を進めているところでございます。ぜひ、今日ご出
席の皆様方には、この江東区政を、このこどもまんなかで変えていくんだという意気込みと
ともに一緒に頑張っていただきたい。切にお願いするところでございます。 

一つ、お詫びをしたいのが、私、今回のこの会議、２時間ずっとご一緒する予定でござい
ましたが、今日ちょっとどうしても抜けなくてはいけない用事がございまして、最後までい
られないことをお許しいただきたいと思います。この後皆様には委嘱状を交付をさせてい
ただきますが、皆様のご経験や知識、そして熱意を一緒に、江東区の子供たちのために、力
を尽くしてくださいますよう、重ねてお願いするところでございます。 

ご議論いただき策定いたしました、こども・子育て⽀援事業計画でございますが、令和６
年度で計画期間が終了するため、７年度の次期計画の策定に着手することとなります。皆様
の専門的なお立場からご意見を多いに述べていただき、そして、このこどもまんなか、子供
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のための、この政策を前に進めていけるように、ご議論を、活発なご議論をいただきたくご
ざいます。一緒に江東区の子供たちのために国の未来のために頑張ってください。私も一緒
に頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

それでは続きまして次第３、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元の資料１
に名簿がございますのでご参照願います。名簿の順にご紹介させていただきますので、恐縮
ですがお名前を呼ばれた委員の方ご起立のほどよろしくお願いいたします。 

 
（委員名簿により各委員及び出席職員の紹介） 
 
続きまして次第４、委嘱状交付でございます。⽊村区⻑より委嘱状の交付をさせていただ

きます。それでは名簿の順に従いましてお名前をお呼びいたしますので前にお進みいただ
きまして、区⻑から委嘱状をお受け取りください。名簿の順でお願いいたします。 

 
（区⻑より委嘱状交付） 
 
ありがとうございます。本日リモート出席の内藤委員と欠席の井元委員には、郵送させて

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお、申し訳ございませんが、区
⻑は公務がございますので、こちらで退席させていただきます。 

それでは続きまして次第の５、江東区こども・子育て会議についてに移りたいと存じます。
まず、（１）会議の概要でございますが、本会議の設置の目的役割等についてお手元の資料
３でご説明させていただきます。恐れ入りますが、資料３をご覧ください。「１.子ども・子
育て新⽀援新制度」についてでございますけれども、平成２７年度から子ども・子育て⽀援
法に基づき新制度がスタートしてございます。新制度では、記載のこちら３点。①から③ご
ざいますが、こちらに重点的に取り組むこととしているところでございます。 

「２.本区におけるこども・子育て会議」でございますが、こども・子育て⽀援事業計画
の策定や進行管理にあたりましては、子育ての専門家や、区⺠の代表によって構成されるこ
ども・子育て会議の意見を聴取することとなってございます。本区におきましても有識者の
ご意見を伺う場として、本会議が設置されているところでございます。 

「３.委員について」の（２）役割のところでございますけれども、特定教育・保育施設の
利用定員設定に関することですとか、また、計画の進行管理、その他子ども・子育て⽀援に
関することについてご意見をいただくというものでございます。 

「４.会議のスケジュール」でございますが、後程議題２でもご説明いたしますが、今年
度は、来年度の次期計画策定に向けた区⺠意向調査等を実施する予定であるため、本年４回
程度の開催を予定しているところでございます。 
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恐れ入ります、説明は以上でございます。この資料の内容について何か確認等ございます
でしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは次に続きまして（２）会⻑・副会⻑互選でございます。まず会⻑の互選について
でございますけれども、本会議設置要綱第５条には、会議に会⻑及び副会⻑、委員の互選に
より選出すると定めているところでございます。 

 
（鈴⽊委員、内野委員両名を候補者として、互選により鈴⽊委員を会⻑に選出） 
 
それでは鈴⽊会⻑には⾃⼰紹介を兼ねてご就任のごあいさつをいただきたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 
 

○鈴⽊会⻑ 
区⻑のご挨拶がかなり力強くありました。私⾃⾝も⾝の引き締まる思いです。会議で皆さ

んと意見交換して新しい江東区っていうのを作っていければと思います。１点話させてい
ただくと、まさに今神⼾で虐待事件が起きています。私もいろいろ取材とか受け調査もして
いますが、あの事件が児相を作ろうとしている江東区で、同じような場面で起きたらどうす
るか。⾃分の立ち位置で防げるのかというのはすごく重要なことだなと思います。それぞれ
皆さん専門的な立ち位置、いろんなところの中で⾃分が何をしたら防げるのか。私⾃⾝も考
えていますし、そういうこともこの会で、みんなで話し合っていき、同じような事件が起き
たときに、防ぐ、子供を守る、助けるような形ができたらいいなと思っていますまた、個別
の事件だけじゃなくて制度全体というのも、考えていかなくてはいけない。いろんな問題に
直面していると思いますので、皆さんと率直な意見交換ができればと思っています。どうぞ
よろしくお願いします。 

 
（会⻑より内藤委員を副会⻑に推薦され、了承） 
 

○こども家庭⽀援課⻑ 
それでは、内藤先⽣一言ごあいさつをお願いいたします。 

 
○内藤副会⻑ 

1989 年の国連総会で子どもの権利条約が採択されました。日本の批准は 1994 年になり
ます。今年度はこども家庭庁が創設され、こども基本法が施行されました。これまでにない
ほど、子どもの権利に関心が注がれています。私は江東区で子どもを育ててまいりましたの
で、子どもが未来に夢を持てるように、また子ども⾃⾝がそのことを⾃覚できるように、地
域とともに⽀えていきたいと思います。 
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○鈴⽊会⻑ 
どうもありがとうございました。会⻑、副会⻑となります。皆さん、どうぞよろしくお願

いします。会議の進行の方に移らせていただきたいと思います。江東区こども・子育て会議
ですが、昨年は計画の中間年いうことで計画の見直し作業を行われました。今年度は区⺠の
意向調査及び⽣活実態調査というのを行って、次期計画の策定に向けて議論を進めていき
ます。本日は令和４年度実績の取り組み結果及び成果指標について、また区⺠意向調査の実
施概要についての議論をしたいと思います。 

続いて（３）会議の公開です。会議の公開について事務局から説明お願いいたします。 
 
○こども家庭⽀援課⻑ 

はい。それでは会議の公開につきまして、お手元の参考２をご覧ください。こちら取扱要
領になってございます。これ平成２７年度第１回の本会議で了承いただいたものでござい
ますが、こちら第２条で会議を原則公開とすること。また第４条に会議開催を事前にホーム
ページで公表することなどがこちら定められているところでございます。なお会⻑が円滑
な審議が阻害される恐れがあると認めるとき、またその旨委員からご指摘があったときは
非公開とすることができると定めてございます。本日事前に傍聴の問い合わせ等ありまし
たが、現在傍聴者はございません。以上でございます。 

 
○鈴⽊会⻑ 

それでは傍聴者がいないということで、次に進ませていただきます。議題の１に進ませて
いただきます。議題１、江東区こども・子育て⽀援事業計画の取り組み結果及び成果指標、
令和４年度実績について事務局の方から説明いただいて、全体のご質疑というふうに入ら
せていただきたいと思います。資料の４に関係するところですね。よろしくお願いします。 
 
○こども家庭⽀援課⻑ 

はい。それでは議題１、江東区こども・子育て⽀援事業計画の取り組み結果及び成果指標、
令和４年度実績について一括でご説明させていただきます。まずは資料４をご覧ください。
こちら事業計画を大きく４点に項目が分かれているものでございます。それぞれの計画の
令和４年度の実績をご報告するものでございますけれども、内容が複数の部署に跨ってい
るということがございまして、またご覧の通り分量も多くございますので、少々⻑くなって
恐縮ですがポイントを絞って、基本的にはこの表の見方に関して、改めて簡潔にご説明させ
ていただきたいと存じます。 

まず資料４の１ページをご覧ください。大きな項目の四つの項目のうちの一つ、「１.教育・
保育事業」についてでございます。それぞれの事業ごとに、こちら⿊い太線四⾓で囲った事
業の概要説明欄を設けてございます。これは以前は事業の内容がちょっとわかりづらいと
いったようなお声をいただきましたので、その事業についての説明をつけているところで
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ございます。また本計画については、国におきまして、ニーズ量ですとか、取り組み実績等
について指標をすでに定められている中で進めてございます。そのため、要望等が正直わか
りづらいといったご意見もいただいてございます。 

そのため、参考の３、資料の一番後ろですけれども、参考の３に計画や事業の体系、それ
から事業の内容、要望等の説明資料といった形でつけてございます。適宜、委員の皆様この
参考３を見ながら確認していただければというふうに存じます。 

まず、この教育・保育事業でございますけれども、こちら幼稚園ですとか保育所等を利用
するためには三つの認定区分に分かれてございます。１号認定というふうに言うのはこち
ら主に幼稚園の利用定員に関する項目、２号認定が３歳から５歳の保育所、３号認定が０歳
から２歳の保育所というふうに分かれてございます。これで定員が決まってくると、ある程
度計画をしていくというところでございます。 

表の見方をご説明します。２ページをご覧ください。２ページ上段の「（２）２号認定（保
育認定）」でご説明したいと存じます。ここでは３歳から５歳の保育所利用定員についての
計画値と実際に確保した定員数を記載してございます。まず量の見込みというところでご
ざいますが、これは計画策定時ですので、この場合は令和元年度にこちら作成してございま
すけれども、令和元年度において計画期間の５ヵ年に必要と想定した定員数、こちらが量の
見込みが出ています。この量の見込みに対して、同じく計画策定時である令和元年度に「計
画①（確保方策）」というところがございますが、これだけの定員数を確保するという計画
を５年分立てたと、そういったものとなってございます。なお令和５年度以降の量の見込み
の数値等につきましては昨年度実施した人口推計で、乳幼児人口、０歳から５歳人口が減っ
ているということで、補正をしたところでございまして、こちらは前回の今年２⽉の会議で
お示しした数値に変更となってございます。その下に「実績②」というのがございますが、
これは実際にその計画のために確保した定員数となってございます。令和４年度の状況は、
⻩⾊く塗りつぶしているところでございますけれども、例えばこちら２号認定、認可保育園、
地域型保育、認可外保育施設、三つありますけれども、認可保育園のところを見ていただき
ますと、計画当初は令和４年度に量の見込みとして全体で８，３１７名の定員が必要と想定
していたところでございますが、確保方策、そのための計画としては９，９５１名の定員数
を確保するという計画を、５ヵ年分で立てていたところです。 

実際令和４年度の実績では、令和３年度に施設整備等を進めて、９，９９３名の定員数を
確保し、認可保育園として計画値より４２名分を多く定員を確保したと。この表はこういう
見方をしていただければと存じます。一方で、二つ下、認可外保育施設は計画値と比較して
９０名の減、これは計画値に対して９０名減となったということから、２号認定の下に合計
がございますけれども、４８名の減となったという形でございます。なお、２ページから３
ページにかけて記載している３号認定についても概ね同様の傾向となっており、今後も量
の見込みに応じた確保策を講じていくこととなってございます。 

続きまして４ページをご覧ください。こちらに、地域子ども・子育て⽀援事業について、
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主な事業をご説明いたします。これらは国において１３事業が示されてございます。この国
に示された１３事業について取り組み状況を示したものでございますが、その１３事業は、
こちら全部書いてあるのですけれども、まとめたのが先ほどの参考の３の１ページを見て
いただきますと、こちらに事業の体系というところがございます。ここは今ご説明した教育
保育事業の次に、地域子ども・子育て⽀援事業として１３事業を記載してございます。この
１３事業については、参考の３の２ページ以降にそれぞれの事業概要等が記載されてござ
いますので、こちらを適宜参考に見ながらお聞きいただければと存じます。 

資料４の４ページにお戻りください。表の見方は基本的には先ほどの教育・保育事業と同
様で考え方は一緒でございます。４ページの下「（２）時間外保育事業（延⻑保育事業）」を
ご覧いただきたいですが、延⻑保育の需要についてはこちら年度ごとに、保護者の雇用形態
等の状況に左右されることから、実際の需要が当初想定していた見込みを下回っていると
いうような状況になってございます。 

５ページをご覧ください。「（３）放課後児童健全育成事業（学童クラブ）」でございます。
学童機能の江東きっずクラブＢ登録というのは、学童期の低学年の子供たちの放課後の居
場所というところでございますが、こちら共働き家庭の増加等により当初の見込みを上回
る申請があったため、増という形になってございます。その下、高学年の方、こちらは登録
しておいて放課後を⾃由に利用登録した学校内のきっずに通って利用できるといった登録
でございます。こちら児童数が減少する一方、登録率が増加しているため予想を上回る結果
となってございます。 

６ページをご覧ください。「（５）乳児家庭全⼾訪問事業」、こちら新⽣児・産婦訪問指導
事業でございますけれども、実際の出⽣数を多く推計していたことから訪問率が低くなっ
てしまってございます。こちら先ほど申しました通り、令和元年度に５年間まとめて計画値
というのを立てていたところでございますけれども、実際にはそれほど出⽣数が増えなか
ったということでございますので、実際その乖離が⽣じてございます。ただ、実際に⽣まれ
たお子さんの実数での訪問率では、こちらにも記載がありますが、例えば令和４年度では９
３．２％という状況でございます。なお昨年度の中間の見直しにつきまして、令和５年度・
６年度の量の見込みというのは人口推計に合わせて下方修正したところでございます。 

次飛びまして８ページご覧ください。子育てひろば事業の子ども家庭⽀援センターでご
ざいますけれども、こちらやはり交流を行う場所の提供としては、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて計画を下回っているというような状況でございます。 

９ページの（８）、下半分近くで囲ってありますが、この一時預かり事業から１２ページ
の中の子育て援助活動⽀援事業に当たってですけれども、こちら新型コロナウイルス感染
症同様に、やはりそういった形で利用定員の制限等を行ったために、軒並み計画を下回って
しまっているという状況でございます。これは昨年度も報告してございますが同様の傾向
が令和４年もございました。 

次に１４ページをご覧ください。こちら「３.幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び
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推進体制の確保」について１４から１６ページまでまとめてございます。認定こども園の普
及ですとか、幼稚園教諭・保育士の資質向上の⽀援など、こういったことについて、取り組
んだ内容がこちら記載してございます。 

次に１７ページ以降でございますが、これは先ほど大きく４点を挙げた最後の４点目で
ございますけれども、子供の貧困対策です。こちらにつきましても１９ページにかけて、子
どもの学習等教育に関する⽀援から⽣活⽀援、保護者の就労⽀援、経済的⽀援等が実施した
取り組み状況を記載してございます。先ほどの幼児期の学校教育保育の一体的提供等や貧
困対策は、１３事業とは別という形になりますので、量の見込みや確保方策はなく、実績を
報告している形になります。 

続きまして、資料５をご覧ください。江東区こども・子育て⽀援事業計画におきましては、
四つ基本理念定めてございます。その基本理念の実現を目指して、基本目標に基づき、四つ
の基本目標を定めてございまして、その基本目標に対して成果を図るものとして、成果指標
といったものを設定してございます。基本目標のまず一番、１ページの基本目標１「こども
の育ちを応援する」でございますけれども、四つの施策と目指す姿をこちら記載してござい
ますが、その下に成果指標として、保育所待機児童数を設定しているところであります。資
料下段の（２）成果指標にあります通り、江東区は令和４年度に待機児童数ゼロを達成した
ところでございます。令和５年度は、こちら４年度の報告ですので斜線となってございます
けれども、令和５年４⽉時点でもゼロを継続しているという状況でございます。今後地域ご
との保育需要に適切に対応しまして引き続きこの待機児童ゼロを継続するように取り組む
とともに、人口動態を注視しながら、区内施設の改修、それから適正配置等を行います。ま
た、地域や保育年齢によって、定員の空きが⽣じていることを踏まえて空き定員や空きスペ
ースの活用について検討を進めて参ります。 

次に２ページをご覧ください。基本目標四つのうちの二つ目、「保護者の子育てを応援す
る」についてですけれども。この目標の成果指標としては子ども家庭⽀援センターや児童館、
保育園で実施する子育てひろば事業の利用者数を設定しているところでございます。新型
コロナウイルス感染症の影響で大きく数字を減らしてございますけれども、令和４年度は
コロナ対策を行った上で、定員制限の緩和を行って参りました。今年度はコロナ５類移行と
なりましてさらなる利用者の回復が見込まれているところでございます。 

次に３ページをご覧ください。「基本目標３ 特別な⽀援が必要なこども・保護者を応援
する」についていますが、この成果指標は４ページにございます。区⺠アンケートで、しつ
けであっても体罰はすべきでないと回答する区⺠の割合を挙げております。体罰はいけな
いと考える区⺠の割合は上がってきておりまして、着実に理解されているものの、やはり３
割弱は体罰もやむを得ないと考えている区⺠がいることから、こちらまだ正しい理解を広
める取り組みが必要と考えてございます。 

最後に「基本目標４ 地域のみんなで子育てを応援する」についてですけれども、成果指
標として区⺠アンケートで「地域に見守られて子育てしていると感じる保護者の割合」を設
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定してございます。こちらはコロナ禍により外出や他者と接する機会が減少したことや、施
設の定員制限等が影響し、ここ数年、令和元年度の現状値より少ない数値でございましたが、
現在は回復傾向にございます。しかし未だ子育ての孤立感解消へのニーズが高いと認識し
てございまして、各種区の提供サービスの認知・活用者数の向上により、地域での子育て活
動、こちらさらに充実させて参りたいと考えてございます。以上⻑々と駆け⾜ではございま
すが、資料４と５の説明をさせていただきました。以上でございます。 
 
○鈴⽊会⻑ 

説明どうもありがとうございました。それでは、皆さんの方で意見交換のお時間に移らせ
ていただきたいです。皆さんの方から質問、ご意見ございましたら、お願いします。 

 
○石村委員 

石村でございます。私、助産師の立場から、産後のお⺟さんの本当に、半端でなく今大変
な状態ですよね。お産っていうのは、５０キロマラソンと同じ、それ以上だと思っています。
傷ついたお⺟さんたちが産後、体を休める機会がないといいますか、そういう状況に今なっ
ていないですよね。親も来てくれないとか。それから子育ての⽀援が一番必要としているの
は、家事援助だと思うんですね。食事だとか、それから掃除洗濯とか買い物とか、そういう
ことが必要だと思うのですけれど、産後ケア法が施行されて何年か経っていると思います
が。例えば保健師であるとか助産師の訪問であるとか、それの産後ケアは、少しずつされて
いますけれど、まだそれも本当に⼗分ではないと思っていますが、一番大事なお⺟さんたち
が⽣活をする、その⽀援というのが、サービスが、江東区は著しく低いと思います。この計
画の中にそれがちょっと見えてないですけれど、産後のお⺟さんたちに対する⽀援はどん
なものがあるんでしょうか。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

はい。こども家庭⽀援課⻑です。最後のお⺟さん方の⽀援ということで、まず家事育児⽀
援ということであれば、例えば多胎児の家事育児⽀援やっているところでございますけれ
ども、これ東京都の補助金を活用してやってございます。さらに今年度はひとり親家庭まで
対象を広げて行っていくところでございます。今後こちらまた対象については、さらに拡大
していくにはいろいろ課題等もありますけれども、整理をしながら、対象拡大については今
検討しているといったようなところでございます。 

 
○石村委員 

はい。双子ちゃんのお⺟さんに対する⽀援は本当に喜ばれているなと思っているのです
が、やはり普通のお⺟さん。一人一人のお子さん、育てるの本当に大変ですよね。産後は本
当に、特に不妊治療が保険化されて、出産する方の年齢がさらに高くなっていて、産後が本
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当に大変だと感じていますので、ちょっと手厚い⽀援サービスですか。それから家事援助の
方たちの養育というか、要請をしっかりしていただきたいなと思っています。その辺はどう
考えてらっしゃいますか。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

やはり、産後の方の⽀援というのは大事だと考えてございまして、当然妊娠期から出産そ
れから子育てというのは切れ目のない⽀援というふうに考えてございますので、こちらも
いろいろと⽀援策を用意しているところでございます。こども家庭⽀援課以外にも、いろい
ろ全庁を挙げてやってございますので、これは引き続き検討はしていきたい、取り組んで参
りたいと考えているところでございます。ただこちらの計画につきましては、今日の報告の
４年度の実績は、もともと国の方で認められた⽀援にのっとって報告するという形ですの
で、この中では、リフレッシュ一時保育ですとか、そういった形には出ているところで、産
後家事とかは、出ていないですけれども、例えばベビーシッター事業等も、さっき区⻑の話
もありましたけれども今年度実施に向けて検討しています。これはなかなか遅いとか少な
いというのでお叱りは受けているところでございますけれども、課題等を見ながらしっか
りと対応していきたいと考えているところです。 

 
○石村委員 

ベビーシッター⽀援も良いですけれども、丸ごと本当に家事援助手伝ってあげたほうが、
お⺟さんたちの疲れが本当に半端じゃなく、感じていますので、その辺を早急にお願いいた
したいと思います。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。石村さんが話されている中で、江東区が著しく低いですよという
話ですが、どの⾃治体だと進んでいて、江東はここがないとかがあったら提示してもらうと
議論しやすいかと思います。 
 
○石村委員 

そうですね。今ぱっと言えないですけど、例えば港区とか品川区とか北区とか、それから
練馬区なんかも本当にいろんな⽀援があっていいですよね。ほとんどの場合は、例えば産後
ケアなんかにおいても、いちいち保健所に連絡しなきゃならないです。それで、土日は保健
所が開いてないので使えないんですね。なので、パソコンで申し込めるようにしたりとか、
比較的早く対応はして、番号は幾つですよとか教えてはくださるんですけど、土日とか使え
ないんですね。それからいろんなケアがあります。例えば整体だとか練馬区さん、私もちょ
っと今ぱっと出てこないんですけど、マッサージ券とか、いろいろあります。何かお⺟さん
たちがリラックスするような方法など、もうちょっと江東区は工夫したほうがいいかと思
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います。アンケートとか、出所はわからないですけど、２３区中２３位だそうです。産後ケ
アのそのサービスの順位は。そう聞きました。でもそれは本当に感じています。お⺟さんた
ち本当に疲れています。結局それが、心の安定が繋がらなければ子供との絆も弱まっていく。
それがすべて、大人になるまで繋がってくると思います。私の助産師の勘です。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

よろしいでしょうか。補⾜という形ですけれども、こども家庭⽀援課でも例えば多胎児⽀
援ですとか、そういった産後家事育児⽀援を行っています。確かに他区でいろいろな状況で
やっているというのは、こちらも把握してございまして、いろいろ検討してございますが、
例えば多胎児の家事育児⽀援、今度やる一人親育児⽀援につきましても、利用時間ですとか
対象年齢は、実はこれ他区に比べてかなり高く設定しています。０、１、２歳までで、利用
時間も東京都の助成、補助金フルに使えるんですけれども、他区で多いのは例えば０歳まで
ですとか、⽣後半年とか、そういった６ヶ⽉とか、いろいろありますので、当然まだ少ない
部分というのは重々承知してございますが、区としてもそういった形でなるべく多くやっ
ていきたいというふうに考えてございます。 

また、区としても今までも子ども家庭⽀援センター等のそういった相談機能も都内最多
の８ヶ所用意していたりとか、そういった形でもしているところでございます。ただ、やは
りまだ⾜りない、まだまだ必要な部分があるというのは重々承知してございますので、例え
ば家事育児⽀援につきましても、さらなる対象拡大、ここは課題もいろいろあるんですけれ
どもそういったものも今検討しているところですので、ご理解いただければと存じます。 

 
○保健予防課⻑ 

保健予防課⻑です。産後ケア事業を所管しているセクションになりますが、先ほど２３区
２３番目と言うコメントがあったのですが、保健所の方は、実は私⾃⾝なんですけども、医
師は各区を回っていくということで、私前任が中央区の方で、中央区の産後ケアの方を担っ
ていたんですけども。基本的な比較というのは非常に難しく、これは例えば中央区で言えば、
産後ケアの方が、一日の負担金は⾃⼰負担が１万円なんですけども、江東区だと６，０００
円だったりとか、或いは中央区ですとその委託できるのが、宿泊型の１ヶ所のみなんですが、
江東区の方は７ヶ所あって、場所を選べたりとか、或いはその日帰り型ですとか、或いはそ
の乳房ケアということで、アウトリーチですね。ご家庭に伺って特に産後のお⺟さん方すご
く疲れているので、とてもじゃないですけど出て行けないという場合もありますので、アウ
トリーチというようなことやっているんですけども。逆に言うと前の区ではやっていなか
ったりとかそういったこともありますので、一概に、料金ですとか、利用形態ですとか、或
いはその場所の選択ですとか、そういったもろもろがあるので、多分その直接の比較という
のはすごく難しいんじゃないかなというふうには、考えているところです。なので江東区に
は江東区のよさがありますし、私の前任の中央区の方は中央区で、委託しているのが聖路加
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助産院だったりするので、逆に言うとすごいネームバリューですとか、お⺟さんの満⾜度が
高かったりとかということもあるので、どちらがいいというのは、一概に言えないところで
ございまして。そういった意味では、江東区の方、利用できる施設ですとか、そういったも
のも徐々に増やしている最中でございますので、２３番目というのは、何が根拠かわからな
いですが、ちょっと当たらないかなというふうに考えているところでございます。以上にな
ります。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。石村さんがおっしゃった例としていろんなデータの比較とかも
あるかと思うんですけれど、目の前に実際困っている人がいるよっていうような問題提起
だというふうに受けとめたいと思います。その場合にそれをどんな工夫で、何かしてもらえ
ませんかというご意見かなと思いますので、あとはどういう形で実現していくかというこ
とで、また資料として事務局の方でも比較してみて、それを展開するんだったら今話されて
も、やっぱりもう少し利用料金上げないと駄目ですよという話なのか、そうじゃなくても予
算をこちらに振り分けはできるのかとかいろいろあると思いますので、資料的なものも、す
ぐではないにしても想定してもらえるとまた意見が言えるかなと思います。どうもありが
とうございました。その他、委員の方からいかがですか。何か、どのページのどことかって
いう形で示してもらえると、みんなでそこを見ながら、意見ができるかなと思いますが、い
かがでしょうか。はい。内野さんお願いします。 

 
○内野委員 

江東区は予想外の少子化で、幼稚園保育園、また、空き定員が⽣じているというのが、こ
れは私の考えですけれども。やっぱりそこが一番真ん中じゃないかなと。それで、この今日
配られた資料は、要するに取り組み結果ですね。上に量の見込みがあって、計画と実績があ
るんですけど、これ実績って定員のことを書いてあるんですよね。これ読み取るのすごく大
変なんです。例えば２号の話をすると、認可保育園の定員が計画が９，９５１で、今資料４
の２ページの話をしています。９，９５１の計画に対して実績が９，９９３と。でもこれ実
績って、定員のことを言っているんですね。それで、前回の第４回に最後に配られた待機児
童解消後の今後の保育政策についてという資料で、空き定員の増加っていう説明を我々受
けているんですけれども、それで、令和４年度の３、４、５歳の定員、９，９９３に対して、
３歳児の空き定員が４９６で１５％。４歳児が５３４で１６％、だから⾜すと１，１００。
５歳児を加えると１，６００ぐらいだな。だからこの２ページの表でいうところの９，９９
３っていうのが実績となってますけれども。実際にはここから１，６００空き定員があって、
８，３００。この資料だと我々これは話し合えないんですよ。もう１回言いますけれども、
９，９９３の実績に対して空き定員が１，６００ありますから、８，３００。普通の日本語
で言うと実績っていうと、どれだけの子供を預かったかっていうのが実績だと思うので。量



- 15 - 
  

の見込みが８，３００で実績、その予想通り８，３００。ですからここで、要するに量、当
初の計画に対して０．４％上回った１００．４％確保しましたよっていう表を我々見せられ
てるんですけれども。実際には１６％上回っちゃいましたよ、という問題がこれじゃ見えて
こないんです。これを話し合いましょうよ。というふうに、ぜひ会⻑にはすぐ、考えていた
だきたいなと。 

それで、もう１個言うと、令和５年度・６年度、これはもうすでに、我々、前回説明受け
てきたように江東区の人口推計が見直されましたから、上の数字が下がっていますよね。で
すからこの乖離はもっと大きくなります。でも我々それを知るのはこの資料だと、それを求
めていかないと我々がそれを知るのは１年後ですよ。２５％上回りましたとか２２％上回
りましたっていう数字を我々が知るのは、１年後。今求めないと。それやっぱりこども・子
育て会議の一番の目的は保育量の保育定員の設定ですよね。僕はそういうふうに理解して
いるんです。かつて保育定員が⾜らなかった時代に、行政に対してもっと増やしましょう、
もっと増やしましょうという目的でこの会議ができたと、かなり単純に僕は理解している
んだけど。今状況が変わった中では余っちゃいましたよっていうことを考えるのがこの会
議の一時的な役割じゃないかなと。そしてついでに言うと、この前のページの１ページの１
号認定はもっとすごい乖離だと思いますよ。ただ我々その数字を持ってないんです。ここで
言うと２，０３０というのは定員の話なので、この乖離がどうなっているのかというのは今
後、今日我々は教えてもらっていません。だから議論ができないです。 

 
○鈴⽊会⻑ 

私⾃⾝もこの表を見てわかりづらいです。私だけじゃなくて、委員の中から毎年出ていた
話としてあると思うんですね。それに対して法定のものなので他⾃治体のものも同じよう
な資料となっていて、でもそれで議論するのでいいのかっていうので、これまで委員の方で
要望を出しながら、説明を加えてもらったり工夫をしてもらってるという認識なんですね。
それぞれ委員の皆さんの方から、こういう要望があります、ここはわからないですよってい
うのを言っていただいて、それが事務局に対してここはできますよとか、ここは変えられな
いですよっていう話をしてもらえばよいと考えています 

 
 
○山田委員 

山田です。要綱でも、内野委員おっしゃった通り、委員の役割の第１項目は特定教育保育
施設の利用定員の設定に関することなんですよね。ですので、だから定員が主要なのかもし
れないんですけど、でも定員割れしている実態がある以上、割れている実数も知らないと議
論できないというのは内野委員のおっしゃる通りだと思うので、出していただければあり
がたいなと思います。それで、資料５の方で、１ページに待機児童ゼロになり、昨年度の当
初でゼロになって、令和５年度も継続できていますって。この数字もとても素晴らしいこと
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になるけれども、実際今ご議論いただいている通り定員割問題が⽣じているわけですよね。
それに対して分析として、空きスペース等を活用した定期利用保育事業について云々かん
ぬんっていうことなんですけど、今問題は空きスペースを使えばいいって話のレベルじゃ
ないと思うんです。経営が破綻するかどうかっていう問題を抱えているわけですから。最初
いっぱい作れって言って、作ったらあっという間に定員割れっていうのが、江東区のこの１
０年、１５年の歴史だったわけで、それはやっぱり責任、作れって言った以上、この現実を
招いた以上、何かこう、どうやったら問題解決できるのかっていうことを真剣に議論しなく
ちゃいけなくて、前期からその話をずっとしていて、その間に送迎バスの事件とか起こって、
もう１回配置基準を国が配置基準を変えるまで待っているんじゃなくて、江東区として配
置基準を拡充したらどうですかっていう議論も、前期の委員たちは相当言ったと思うんで
すけど、前向きな話は全く聞こえてこないわけですよね。なので、そこ真剣にやらないとい
けないんじゃないんですかね、と私も思う。 
 
○保育計画課⻑ 

よろしいでしょうか。保育計画課⻑です。この４⽉から保育計画課⻑をやっております。
今、山田委員の方から空き定員について、ご指摘がありましたけれども、本年の４⽉１日時
点の認可保育所の定員が１万６，９７９人でして、実際に入所しているのが１万４，６２７
人ということで、残りの２，３５２人というのが空き定員といった形になっています。こち
らの数字は先日の区議会定例会でも答弁をしているところでして、欠員率、空き定員率とい
うと１３．９％というところです。特徴としましては、１３．９％の中⾝を見ますと、１歳
児は４．６％ということで、かなり余裕がない状態です。一方で、３歳・４歳・５歳、特に
４歳と５歳は、１８％以上の空きになっているというところで、空き定員と一概に申し上げ
ても、３、４、５歳の空きが顕著であり、１歳児クラス、要は産休育休明けに預けたいとい
うニーズがあると。空き定員にはこういった歪な状況があるのかなと思います。あと空き定
員、空きスペースの活用というところで、両委員からご指摘ありましたけれども、まさに今、
空き定員を利用した一時預かりというのを制度設計していまして、今後、議会に諮っていけ
ればと思っているのと、あとこども家庭⽀援課⻑の説明の中で適正配置という話もありま
したけれども、区内でも、例えば臨海部と内陸部だと、全く様相が違うわけでして、そうい
った地域ごとの需要に応じた定員を確保していかなければいけないのかなというところで
す。あとこれは個人的な意見も入りますけれども、定員の適正化といいますか、今は、０歳
児から５歳児まで段階的に定員を増やしていくような構造になっている園が多いのですけ
れども、実際はもっとフラットでもいいんじゃないかとか。あとは適正配置といっても、私
立保育園、私立幼稚園に適正配置を求めるわけにいかないので、我々公立幼稚園、公立保育
園のあり方、そういったものを検討していく段階にきているのかなというところです。それ
は昨年、前任の課⻑がご説明した２９の課題の中の一つでもありまして、今年度、早急に、
保育課⻑とともに検討していくところでございます。私からは以上です。 
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○こども家庭⽀援課⻑ 

こども家庭⽀援課⻑です。細かい内容については、やはり所管課の方の話になるので、私
は資料に関してのちょっと補⾜という形です。申し訳ございません、この資料はわかりづら
いというのは以前からお話いただいているところで、少しでも見やすくしたいということ
で苦労はしているところではございますが、何分ご理解いただきたいのが、これはまずその
５ヵ年分の計画について国で示されて定員でやっていくというような方向性もある中で、
どうしたらわかるだろうというところでやっているところでございます。その中で、今後で
すね、例えばこういった形で数字がいただきたいとかという形は、聞けば今までも、それを
対応して実は入れ込んできているところでございます。そういった中で工夫してやってき
ているところでございますので、その中で令和４年度の実績はこうでしたという形で示し
てございます。また、今後ですね、定員の問題というのはこれ非常に大きな問題です。さっ
き内野委員から江東区が非常に子供が減ってといいますが、これ江東区だけの話ではなく
て全国的にも、出⽣数が８０万割るという、非常に危機的状況ではあるというふうには認識
してますけれども、他区でも同じ状況でございますから、これをどうするのか、定員定数ど
うするのかというのは、今話しました、所管課の方でですね、待機児の検討は当然して参り
ます。その中でこのこども・子育て会議にどう報告できるのか、どういう数字で出せるのか
というのは、ここは検討させていただきたいと存じます。まずは令和４年度実績というのは、
国の示されている中でなるべくこうわかりやすいような参考資料などもつけてやっている
というところがございますのでちょっとその点だけご理解いただければと存じます。 

 
○宮原委員 

せっかく保育の話し合いなので。今空きスペースとか、新しい事業を入れて、定員の空き
をカバーしていく事業を新しくやるということで、私立保育園とか、すべての保育園の収入
のカバーとか、していくのだと思いますが、そういう配置職員もそうですが、労働基準と今
の設置基準がリンクしないので、今の働き方とか合わせたような配置の考え方とか、新しい
事業をやるなら、あわせてやって欲しいなっていうことと、あと昨年度から子供の関係もＤ
Ｘだっておっしゃってたので、やっぱり古くて採算のとれない事業をばっさり切っていく
ぐらいの、勢いがないと、やっぱりこれは区の負担にもなってくる、保育の質の問題にも繋
がってきてしまうので、本当現状の定員割れだと本当にあと１０年保てないというのが実
感なので、その辺はスピーディーにいろいろ思索していただきたいなと思ってます。以上で
す。 

 
○保育計画課⻑ 

よろしいでしょうか。保育計画課⻑です。ご意見ご指摘ありがとうございます。職員の配
置基準もそうですけれども、何かと認可保育所に目が行きがちですけれども、認証保育所と
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いった認可外保育園は、毎年のように廃園になっています。そういったことが、今後少しず
つボディブローのように効いて、また待機児が出てしまうようなことがあってはならない
ので、認可外保育園を認可に移行させるとか、そういった取組も必要になってくるでしょう
し、いかにその経営を⽀援していくのか。区⻑も議会での答弁でも大局的な視点で検討する
と申し上げていますけれども、そういった時期に来ているのかなと思っております。以上で
す。 

 
○鈴⽊会⻑ 

よろしいでしょうか。最初の話でちょっと戻るんですけど、子育て会議の射程の範囲なん
ですけど、当然その内野さんから、これが一番だっていう話もありましたけれども一方、石
村さんおっしゃられたように、いろんなテーマがある中でこの資料３の①②③これ皆どれ
も重要なテーマでやっている会議ですので、それを踏まえた議論の進行をさせていただき
たいと思います。今いろいろなこういう議論の前提となるような資料という話があります
ので、もう一度そこは事務局の方でも今日出た意見を参考にしていただきながら工夫をし
ていただきたいですし、委員の方から事前に見た段階で、ちょっとこの資料欲しいとかって
いうのを出していただければ、それをここでなぜ出せないのかも含めて、より議論がしやす
い形になるかと思います。ではよろしいでしょうか。もう一つのテーマがあるんですけれど
も。まだ、資料４、５の方で皆さん方からはございますか。お願いします。 

 
 
○山田委員 

山田です。資料５の４ページの「体罰をしてはならない」の、区⺠の割合がちょっと停滞
気味ですよね、６割増えた後が。令和元年に児童虐待防止法を改正した段階で体罰禁止が盛
り込まれて、一応国連は、日本は体罰禁止国家という認定したんですけれど、実際には、体
罰しかそこに書いていなくて、心⾝に悪影響を及ぼす行為もそうだし、心理的なものも含め
るっていう議論がなされて、昨年の１２⽉に、児童虐待防止法の再改正があって、体罰、そ
の他心⾝の発達に悪影響を及ぼす行為の禁止っていうことになり、かつ親だけではなくっ
て児童福祉法改正で一時保護所とか、施設⻑や⾥親さんについても、体罰その他の禁止が盛
り込まれ、かつ、⺠法が改正されて、懲戒権が削除されるとともに、新規にこの体罰及びそ
の他の心⾝への悪影響を及ぼす行為の禁止というのが入って、やっと全面的体罰禁止が成
立したっていう、そういうのが今の現状だと、日本の状態だと思うんです。ただこれ、かな
り大きな変化だと思うんですが、ほとんど広報されてないんですよね。なのでやっぱり体罰
がなぜいけないのかっていうことを含め、体罰禁止しましたでは多分減らないので、なぜ体
罰がいけないのかっていうことから根本的なところから啓発をしないといけないと思うん
です。そうしないとなかなかこの数上げていけないですから、もうちょっと、やっぱり体罰
を禁止していくっていうことは虐待の予防にすごく効果的なことはもう世界で実証してる
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わけですから。やっぱり体罰がなぜ禁止されたのかっていうことも含めて、もう少し区⺠啓
発をして欲しいと思います。 

 
○養育⽀援課⻑ 

養育⽀援課⻑です。昨年度もこの体罰禁止の部分で確か山田委員からお話をいただいた
ところだったかと思います。で、やはり法できちんと決まりましたよっていうことをきちん
と伝えていこうということで、区の方も改めて体罰禁止のホームページのサイトを立ち上
げて、周知に努めているところです。また区⺠まつりですとか、こどもまつり、あと虐待防
止⽉間等で引き続きやっていくんですけれども。日々ケースワーカーがいろいろ虐待家庭
の方を伺いながら、いろいろそこの部分についてもう周知はしているところですが、残念な
がら数字の方は横ばいという形の結果で出ております。今後引き続きまた、そういった今山
田委員がおっしゃったように、子供への影響ですとかそういったところをきちんと丁寧に
説明をしながら、周知に努めて参りたいと思います。 

 
○山田委員 

ありがとうございます。補⾜ですけど、世界で最初に体罰禁止国家になったスウェーデン、
多分１９７７年かな、体罰禁止したのが、当時は結構世論が反対してっていうか７割方体罰
必要という世情の中で国家として禁止をしたと。それでそのあと５０年ぐらい経っている
わけですが、５０年近く経って、四⼗何年か経って今やスウェーデンでこういった調査をす
ると、子育てに体罰必要ですっていう親たちがほとんどいない。親に限らず国⺠が、世代が
変わってくるとそういうふうになっていくんですけど。やっぱり⾃然経過を待っていては
いけないので、もうちょっと積極的に、その体罰をしちゃった人に啓発するだけじゃなくっ
て、体罰する前の人たちからやっぱりちゃんと教育を入れていかないといけないので、今お
っしゃった通りなぜ体罰がいけないのかっていうところから啓発するようにして、ただ禁
止されましただけでは⼗分ではないと思います。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。児童福祉法と児童虐待防止法の枠組みだと、当然この家庭を射程
にした形になるけれど、それ以外の学校とか今日、委員でもいらっしゃいますけど保育園の
施設とか幼稚園とか、そういうところでも関わる人間の関わり方も全体含めて考えなきゃ
いけない問題だと思いますので、それも含めて、今後どうやって区の啓発をさらに進めてい
くのか、関わる人間の教育とかも含めて、ちょっと事務局側というか、理事者側というか、
もうちょっと考えていただきたいなと思います。ありがとうございます。 

副会⻑お願いします。はい。内藤さんどうぞ。 
 

○内藤副会⻑ 
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はい。私は今、保育所等で研修をさせていただいておりますが、やはり、特に経験を積ん
だ方々の中には、新しい時代の保育、子どもの権利とか人格を備えた存在として子どもに対
応するということがなかなか浸透していないケースが多いのかなと思います。もちろん体
罰と言うようなレベルまでにはいかない段階であっても、子どもに対する認識が変わって
いないというか、そういう方々が多くいらっしゃるということを改めて感じております。研
修等のテーマをしっかりと定め、具体性をもって行っていかないと、保育者・教育者の方の
認識が変わっていかないと感じます。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。発言されてない方もいらっしゃると思いますが、秋山さん。 
 

○秋山委員 
秋山でございます。⾥親３６年目になります。要対協でもいろいろ話は出てると思うんで

すけれども。あくまでも要対協で出てくる話っていうのは、ビフォー、しちゃいけないねっ
ていう話は出てくるんですよ。だけど、そのした後、された後の子供たちを引き受ける我々
の話っていうのはなかなか、皆さんのところに届かない。結局どうしても養育に困難な子た
ちっていうのが今多くて。そういう中で、この子たちをどう⾃立させていくかというのが、
私たちの課題なわけですけれども。そこのところをまず一つ押さえていただきたいのと、先
ほど会⻑がおっしゃったように、我々養育するにあたっては、研修を受け、一つ一つ学んで
いくわけですけれども、一般のお父さんお⺟さん、幼児学級とか両親学級とかいろいろあり
ますけれども、それだけじゃなくて、幼稚園なり保育園なり小学校であり、そういったとこ
ろＰＴＡを使うなりして、地道に一つ一つやっていかないと、なかなか事が浸透していかな
い。で、また僕らからすればその望まない妊娠というのかな、養育のバトンタッチができな
くて、いろいろな形の、ここのところの悲惨な問題も出ていますけれども。そういったこと
も含めて、子供たちに、やっぱり子どもの権利条例の声を上げる、それを大人も聞く、そう
いったことの権利は、私たち養育家庭には、子供がまず来るときに、小学⽣向けも、高学年
向けも、中学⽣、高校⽣向けも、そういった子どもの権利条例について、冊子が渡されるわ
けですよ。今確か学校でも、確かそういったのは渡されていると思うんですけれども、そこ
ら辺のところをただ渡すだけじゃなくて、学校で先⽣方がそういうふうに言う、それを親子
で話し合う、そういった機会を持てるといいなというふうに思っています。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。ちょっと次と思ったんですけど、北島さん、田村さん、話されて
いないと思いますので、はい。お願いいたします。 

 
○田村委員 
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はい。まず１点目、毎回私が出していることですが、一時預かり、障害を持っているお⺟
さんたちは、連絡は幾ら取ってもできないっていうこととこの実態の差っていうのはこの
件も、実際に開園していた人数枠は一体幾つだったのか。で、こんなに低いはずはないって
いう。この数字に関しては毎回言わせていただいているので、私としては、例えばその実数
の差について、資料４の６ページ目で、乳児の家庭全⼾訪問事業、この後のところに過不⾜
理由。実際の出⽣数はって書いてありますよね。これ実際の出⽣数を知りたいと思うのは、
やっぱりそうじゃないとこれ読み解けない。そうすると、そこが他の方でも同じなんですよ。
実際の受け入れの人数枠はどの位だったのか、先ほどの内野先⽣の話も、実際に入った子供
は何人だったのか。そうすると私は単純にここの行に一行⾜していって、これを入れれば、
こうやって書かなくても表から読み取ることができるんじゃないかというふうに思うんで
すが、それがなぜしてもらえないのか、というのを毎回思っております。 

 
○宮原委員 

宮原です。前年度の会議でも私が読み間違えて質問し、多分その回答がこういう形式だか
らっていうことだったと思うので、先ほど言われたように新しく補⾜したりした資料を出
していただければ解決することかなとは、多分私も最初読めなかったので。慣れましたけど。 

 
○鈴⽊会⻑ 

今、２人からこの出ている形で法定のものの書き方っていうのはこうですよっていうの
は前提にした上で、これが読めない部分というので、この表を⾜してもらうなりする。具体
的に提案していただいたので、何回もおっしゃっていただいていることなので、ここにちょ
っと一行⾜すとか、実績がどうなのかとかというのは事務局の方で入れてもらえるように、
工夫して欲しいと思います。 
 
○山田委員 

だから厚⽣労働省が知りたい数字と区⺠が知りたい数字が違うわけですよ。厚⽣労働省
向けの表を作っても、この会議にはあんまりそぐわない。もういろんな人が同じことを言っ
ているわけだから、区⺠にこれ出したって誰も読めないんですよね。それを行政としてこれ
って言われても、こういうふうに上から言われているからこう書きますっていうのでは、会
議の資料として不⼗分であることは明らかなので、ちゃんとそこ補⾜にするなりを出すな
り何かもうちょっと。議論資料になるものを作ってきてください。 

 
○鈴⽊会⻑ 

というふうに出ていますので、ちょっとその辺は改善検討していただきたいなというふ
うに思います。 
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○こども家庭⽀援課⻑ 
こども家庭⽀援課⻑です。ご意見ありがとうございます。その都度意見いただいて直して

いる部分があるんですが、まだまだ⾜りないところがあるというのは重々承知してござい
ますので、ちょっと所管課等も含めまして、どういった形がいいのかというのは検討させて
いただきたいと思います。 

 
○北島委員 

北島です。今、要望っていう感じなんですけれども、国の方も待機児童が減って、空き教
室を使うとかいうことに対して、就労をしてない保護者も使えるような子育てしているお
⺟さんとかも利用できるようにするって言っているので、その辺、江東区も先駆けてやって
いただければ、先ほどの助産師さんの意見のように、⽣まれてすぐにいろいろと大変な思い
をしているお⺟さんが沢山いるので、そういうお子さんも預かれるような環境、そういうの
を整えていって欲しいなっていうのが希望です。あと、体罰なんですけど、実際に子育てを
してみて、体罰としつけの違いっていうかどこからがしつけかっていう、何か普通に育てて
いて、何もしないと、甘やかしているんじゃないかって思っちゃったりしている方もいるの
で、その辺も研修みたいなものが必要なのかなと思ってみたり、あと、コロナ禍でやっぱり
保育士さんがとても大変な環境で、保育士さんのストレスとかを取ってあげないと、やはり
体罰じゃないけど、暴言だろうとかそんなことも、出てしまうのかなと思って、その辺保育
士さんに対するストレス軽減の何か方法とかを考えていってあげたいなと思いました。 

 
○山田委員 

１点修正、厚⽣労働省ではないですね、今年度からは、所管こども家庭庁ですね。 
 
○三堀委員 

三堀です。資料とかに関しましては、皆さんが議論された内容は、私も一区⺠で今回初め
て拝見しているので、事前にいただいてなかなかわからない部分もありながら、皆さんのご
意見を反映して、ぜひ今後の資料作成の際には、ご活用いただければと私も思っております。
皆さんのお話を伺って、私も２歳９ヶ⽉の娘を共働き世帯で現状育てていまして、保育園で
すとか幼稚園ですとか、産後から小学校に上がる前、子育ての滑り出しの部分がとても大切
だということを、多分議論されている一面があるかと思うんですけれども、親の立場としま
しては、子育てってずっと続いていくものだと思っておりますので、ぜひ資料４の５ページ
目ですとか、地域の学童クラブ、きっずクラブですとか、あとは児童館ですとか、私の周り
も、いわゆる今年小学校に上がって、夏休みを控えていて今年の夏どうしようという親御さ
んもたくさんいらっしゃいますので、ぜひそういったところの取り組みもで、皆さんとお話
いただけたらと思います。私もそういったところにも、意見を言えたらと思っております。
所感で恐縮ですけれども。 
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○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。内野さん。 
 
○鈴⽊会⻑ 

ここのところかなりの方から、資料の作成の仕方についても要望がありましたので、その
点について改善をして提示いただくということで、お願いいたします。続きまして、次の議
題がございますので移らせていただきます。時間がだんだんなくなってきてしまったので
すが、議題２の方、資料６になると思いますが事務局から説明の方お願いいたします。 
 
○こども家庭⽀援課⻑ 

それでは資料６をご覧ください。議題の２、令和６年度江東区こども・子育て⽀援事業計
画策定に向けた区⺠意向調査等実施概要についてご説明いたします。１.目的でございます
けれども、来年度、次期こども・子育て⽀援事業計画の策定に向けて、先ほど昨年度の事業
の取り組み状況等をご説明したときにありました、保育サービスの量の見込みのニーズ量
や、あとは子育て施策の課題等の情報収集のために、調査を実施いたします。２.調査の種
類でございますけれども、前回こちら５年前、現在の計画の時にも同じように調査してござ
いますけれども、基本的に大枠は一緒でございます。まず区⺠意向調査、ねらいにもござい
ますが、量の見込み、いわゆるニーズ量を算出するにあたっての傾向把握、また対象者は記
載の通りでございますけれども、今回は小学⽣高学年本人、こちら５年前入ってなかったで
すけれども、今回こちら新たに追加を今予定しているところでございます。次に子育て世帯
⽣活実態調査です。これはこども・子育て⽀援事業計画が、⽣活困窮者に対する計画もこれ
兼ねているということからねらいにも記載しておりますけれども、保護者の所得等により
⽣活困難層を把握し、教育状況やニーズ等を把握するといったものでございます。３.設問
ですけれども、前回調査から５年間でどのように変化したかを確認し、効果及び検証、また
新たな課題の把握を活用するため、原則として前回調査の項目を中心に考えているところ
でございます。しかしながら、当然途中で新たに⽣じた課題、それからもしくは事前にそぐ
わなくなった項目等があれば追加修正、こちらの方も検討して参ります。この資料２ページ
から５ページにかけまして、参考として、こちら参考で前回の調査時の設問例を記載してご
ざいます。今日、こちらにいらっしゃっている皆様には、席上に前回の冊子を置かせていた
だいているんですけれども、かなり分厚い状況です。かなり盛りだくさんになってございま
すので、簡単にこちらの資料の今の２ページ目の方から項目としてまとめているところで
ございます。 

恐れ入ります、資料の方戻っていただきまして５ページをご覧ください。４の令和５年度
のスケジュールでございます。予定でございますけれども、こちら８⽉までに調査項目等を
検討決定いたしまして、調査票の作成をしたいと考えてございます。その後９⽉１０⽉に調
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査を行い、年内にかけて分析課題抽出を行って年明けから年度内に報告書の作成といった
ようなスケジュールになってございます。こちらこども・子育て会議の報告でございますけ
れども、第１回、こちらにもございますけれども、本日は概要をまずご説明という形で、次
回８⽉中旬に第２回の中で、調査項目等の案をお示ししたいと考えているところでござい
ます。その後年内１２⽉中旬から来年年明け１⽉中旬の間に第３回で調査結果概要、こちら
速報値ですね、提示し、２⽉上旬から中旬の第４回で計画報告案をご提示したいと考えてい
るところでございます。説明は以上でございます。 
 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。この資料６についてですが、皆様方から質問ないしご意見ござい
ますでしょうか。秋山さんお願いします。 

 
○秋山委員 

秋山でございます。前回もアンケート調査をやって、今回小学⽣高学年本人、これが追加
されたということは、いいことだろうなというふうに思っています。ただこの前ちょっと僕
が関係する学校の評議委員会で伺って、ヤングケアラーの調査を行ったとかっていうよう
な話がありましたので、前回はそういった質問はなかったと思います。説明設問事項として、
５年前はそこまでヤングケアラーについて話がなかったかなと思って。今回はそういった
ことを踏まえた上で、そういった問題点も追加していただければなというふうに思ってい
ます。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

ありがとうございます。実は今のところで、前回、かなり質問項目がかなり増えてしまっ
ているというところがございます。また新たにコロナ禍もありましたので、新たな課題も出
てくると思いますので、今回の質問項目は精査が必要になってくると考えているところで
す。実はヤングケアラーですとか、ほかにも区で類似の調査が直近で予定されていたり、も
うすでに昨年やったりという資料がありますので、場合によってはそういったものはそち
らの調査項目を参考にしていくというのを考えてございます。実はヤングケアラーの方が、
調査対象が広く、小中で全校で４年⽣以上という形でやっているところでございますので、
そのところはちょっとかぶってしまうようであれば場合によってはそちらのほうの参考に
使うとかっていう形は検討したいというふうに考えているところでございます。 

 
○鈴⽊会⻑ 

皆さん、いかがでしょうか。今のお話の関係で言うと、他の部局で設けている質問やアン
ケートもあるので、こちらで取ろうと思っているものと例えば教育とか保健とかで取って
いるような項目とか、事務局の仕事を増やしてしまうかもしれませんが、それはこちらの他
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の調査で取っていますよというのはわかると思いますので、何かこれから委員の方で何か
これ⾜してくださいっていうのがあって、それはこちらでカバーしているなどと提示して
議論してもらえればと思います。皆さんそれぞれ専門的立ち位置からこれはちょっと取っ
て欲しいですよねとかいうのがあるのであれば、又はこれだけは入れてっていうのがござ
いましたら。今予算という話がありましたけれども。今の時代これは新しく取らなきゃいけ
ないんじゃないか、今まで経年で取っていかなきゃいけないものは当然取っていく話だと
思うので、それでも今新しくここは取らなくちゃいけないんじゃないのかっていうのはあ
るんであれば、挙げていただければ。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

補⾜だけさせていただいてよろしいでしょうか。資料６の、時間の関係もあったのでちょ
っと端折っちゃったんですけれども、２ページご覧いただいて、前回の調査について簡単に
概要だけを、前回委員だった方はもう５年前なので。区⺠意向調査については、例えば就学
前児童の保護者については、当然属性のほかにも就労状況や子育て⽀援環境、それから教育
保育どういった利用していますかっていうのを聞いた上で、あと区の事業をそれぞれ示し
まして、一時保育も含めてですけれどもそういった形の利用状況や満⾜度等を聞くという
形でございます。やはりこれで大きいのがこども・子育て⽀援事業計画が、先ほど内野委員
からもありましたけれども、保育園とかの待機児対策というのが、そもそも平成２７年の策
定時に大きなところがあってその定員というところもありましたので、そういったところ
を聞いていたんですが、今回はさらにこういったところでいろいろな保護者がどういった
ニーズが必要なのかっていうのは、我々としてはここでちょっと掴みたいなというふうに
思っているところです。そして小学⽣の保護者もあるのですけれども就学前ほどではない
んですが、当然ながらこちらも、家庭での⽣活とか放課後の過ごし方っていうので保護者の
意向を確認していきたいというふうに考えてございます。 

３ページ目の方ですが中高⽣本人は、これ前回なので小学校の高学年が入っていないで
すけれども、前回中高⽣の本人に対しては、やはり放課後の過ごし方や⾃分⾃⾝のことです
とか、いじめ・不登校の状況等っていうのがこちら入っています。さっき秋山委員からもあ
りましたので通常であればここに今、話題としてはヤングケアラーですとかそういったも
のが当然出てくるところですが、そこはちょっと増えてしまいますので、前回の調査との報
告はそこを精査したいと思ってございます。その下が⽣活実態調査、困窮の関係ですけれど
も、こちらについてはそれぞれの所得等によって例えば本人と保護者、一緒にこちらお送り
いたしまして、その保護者と児童で前回５年前もやっているんですけれども。現状どうかと
いうのをここに書いてあるものを見ていきたいと考えてございます。 

４ページ目にも同じように項目等が書いてございますので、その４ページ目の下ですね、
こちら児童育成手当受給中の保護者というのは、こちらひとり親の手当でございますので、
これにつきましてはひとり親の方の、そういった状況というものをこちらで調査したいと
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いうふうに考えているところです。すいませんちょっと補⾜でご説明でした。 
 

○鈴⽊会⻑ 
ありがとうございます。これからのアンケートになりますので、今の説明を受けた上で、

皆さんからありますか。はい。石村さん。 
 

○石村委員 
中学⽣とか高校⽣に対しては、私助産師ですから、具体的に、性のこととか質問を受ける

ことが多いのかもしれないんですけど。なかなかその本当は一番聞きたいんだけどわから
ないとかね、そういうその性教育みたいなことに関してはどうなんでしょうか。性について
とか、ちょっと私なんか興味あるんですけど、聞いてみたいなっていうか。結構男の子なん
か深刻な問題で、実際に高校の、そういうところに対すると具体的に質問を受けたりはする
んです。 

 
○鈴⽊会⻑ 

そういう項目として⾜すっていうのもなるほどと思いますが、事務局ありますか。今１個
１個、これがいい悪いっていう形とか、できるできないという決定をしていくわけではない
ですが、高校⽣の問題としてっていうのは。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

こども家庭⽀援課⻑です。今回のこの調査⾃体がこども・子育て⽀援事業計画策定という
形の中のニーズ量とか、そういった形の調査ということでございます。当然ながら性教育っ
ていうのも非常に大事な、これ前の会議でも山田委員とかいろいろとご意見いただいてま
して。こちらも関係理事者出席しておりますので当然大事だというふうに思ってます。ただ
このアンケートという形につきましてはやり方とか、いろいろあると思います。課題等もあ
ると思うので、すぐにはどうというのは申し上げづらいところあるんですけれども、今回は
まずは基本的には前回の内容を元に、⽣活の困窮度合いですとか、区⺠ニーズ、そういった
ものをまずは見ていきたいなというふうに今現在考えているところではございます。性教
育については当然、それぞれの所管について、対応・検討していく、大事な分野だというふ
うには認識しているところです。以上です。 
 
○田村委員 

少々お聞きしたいんですが⽣活の困窮度、というところが先ほど石村委員の方から、家庭
で困っていることなど、私も障害の幼児の方なので、家庭はかなり障害児抱えて、要するに
手伝って欲しいような要望っていうんですかね、⽣活を手伝って欲しい、⽣活に困っている
んだ。今やっぱり心配なのが、では食べること、住むこと、どういうふうになっているのか、



- 27 - 
  

お⺟さんたちはかなり困り出しているんじゃないかとか、そういう、⽣活の実態の困窮度の
ようなものを、このアンケートが拾うことができるのかっていうのが、ちょっと私がここか
ら読み取れないんですが。いかがなんでしょうか。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

こども家庭⽀援課⻑です。確かに⽣活困窮度にも限らないんですけれどもやはり調査、な
かなか難しいところがございます。区としても知りたいものがいろいろとありますし、それ
についてどういうふうな聞き方がいいのかというのは当然いろいろあるかとは存じます。
ただ今回の場合⽣活困窮度、こちらのこども・子育て⽀援事業計画という、この計画の中で、
先ほど申しました通り親の所得等からどういったような形に子供のいろいろな、剥奪とい
うような言葉を使っていますけれども、経験ができなくなっているかといったようなこと
を、ちょっとそういったものについて前回も調べていたりとか、調査をしたりしますので、
まずはちょっとそういった形で今回も考えているところではございます。当然障害のお持
ちのお子さんとかですね、そういった姿勢も大事かとは思ってはございます。それをどうす
るかというのはちょっと今すぐこちらでお答えはできないんですけれども。当然そういう
視点は持っていきたいというふうには考えているところです。以上です。 
 
○鈴⽊会⻑ 

はい、ありがとうございます。意見とかも書いてもらう欄とかはあるわけですよね。アン
ケートとは別に。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

⾃由意見欄がございますので、はい。 
 

○鈴⽊会⻑ 
そういうところで拾うとかいうのもあるのかなというふうには思います。お願いします。 
 

○北島委員 
今の意見に関連するんですけれど、高校⽣対象の調査の中には、アルバイトをしているし

てないとか、そういうのを入れたほうがいいのか。あとＳＮＳの活用は、この利用している
メディアについてのところに、書けるようになっているのか。今闇バイトみたいのもあって、
そのアルバイトをしなければならない状況にあるのかどうかみたいなところが、わかるよ
うなアンケートって難しいのかなと。 
 
○こども家庭⽀援課⻑ 

こども家庭⽀援課⻑です、ありがとうございます。確かにＳＮＳというのは、日進⽉歩と
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いいますか、５年前の調査の時と大分変わってる部分があると思います。当然そういったよ
うな新しい視点っていうのは検討していきたいと思いますが、それが調査にどうしていく
かというのは正直なところこれからですね。この委託事業者等も含めて調査項目、再度精査
していきますし、各所管の方にもどういった項目が新しいのがあるかという調査を行って
いるところでございますので、いただいた意見を参考にさせていただきたいと思います。以
上です。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。ではその他でも、もし気づいた点等があってご意見があれば、ま
た事務局の方に寄せいただければと思います。議題２につきましては、これで終わらせてい
ただきたいというふうに思います。その次ですが、本日の議題としては以上になりますが、
他に皆様の方からというか、資料７の方を見ていただいて、また、他のこども・子育て会議
だとあまりやってないことなんですけれども、江東区の場合だと、カテゴリーと協議したい
テーマという形で設けていまして、この議題の後、ないし皆さんの意見交換をしていこうと、
前会⻑のときからやっています。この形で進めていくということでよろしいでしょうか。そ
れからまたテーマなんですけれども、参考というか案という形で今出してありますので、皆
さんの方からちょっとこれは、もうちょっと変えたほうがいいとかこれを入れたほうがい
いとか、今だったらこれじゃないかとかっていうのがあれば、いただければというふうに思
いますが。残りの時間いかがですか。 

 
○山田委員 

山田ですが、性教育のことなんですけど。⻭止め規定で小中学校の性教育にも多分に問題
があるんですが。性教育って通常二本立てですよ、いわゆる⽣殖に関する教育とそれから⾃
分の性をどう守るかっていう教育と。それでも⽣殖に関する方は、それなりに小学校中学校
の教育、入ってはいるんですけど。⾃分の体をどう守るか⾃分にとって一番近しい大切な人
をどう守るかっていう人権教育としての性教育っていうのが、全然やってないわけではな
いですけど、カリキュラムに入っては、多少いるんですけど、やっぱり海外と比べてってい
うか世界的に見て極めて日本遅れているし、範囲が少ないのと、ＷＨＯですら５歳から性教
育始めろって言っているのに、大体多くの先進国は３歳のときから、幼稚園保育所等で性教
育を提供するのが標準化されているわけですよね。でも全然それ、⽣殖の方ももちろん３歳
から教えた方がいいんだけど、特にやっぱり子供が性犯罪に巻き込まれやすいのに、性犯罪
から子供をどう守るかっていう教育が、本当に欠落しているので、やっぱりこの乳幼児期に
性教育を入れることの重要性っていうのはぜひ審議候補に入れて欲しいなと思います。 
 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。前回からかなりこの会議の総意みたいな形で、皆さんで大事です
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よねって話をしていますので、そういう形の項目を入れて、みんなで話し合うというのもあ
りますし、専門家いらっしゃいますので、山田先⽣や石村先⽣に講義の時間じゃないですけ
ど、話をしてもらって、資料提供というか、問題提起も含めてちょっと話してもらってそれ
でみんなでっていうことも、前回までと少しやり方が違いますが、やって行くと私達のレベ
ルが上がってっていいのかなと思っております。他いかがでしょうか。 

 
○石村委員 

その意見、本当に同感です。タブーみたいなところがあるじゃないですか。なので、それ
を改善したほうがいいですよね。 

 
○こども家庭⽀援課⻑ 

ありがとうございます。前回もこういった形で、委員の皆様のテーマ決めてお話していた
だいて、我々理事者もここでこちらのほうでそういった議論を聞くというのは非常に有意
義な時間だなというふうに感じているところです。１点山田先⽣、今の確認ですけれども、
性教育について、このカテゴリーの中で、性教育として一つというよりかは、乳幼児の中ま
で入れていくという、あまり深くなく、ということですか？ 

 
○山田委員 

どちらにするのがいいのかは、会⻑、副会⻑、事務局で考えていただければいいんですけ
ど、性教育が日本のこれ義務教育には入っているんですけど、幼児教育の方に入ってないで
すよね。というか幼児教育にカリキュラムというのはどこまであるのか、私はよく把握でき
てないですけど、多分、幼稚園教育の中で性教育って入ってますか？それってやっぱり世界
の標準から本当に逸脱しているので、全然子供を性の問題から守れてないわけですよね。や
っぱりそういう巻き込まれた子供が、相談していいっていうことすらわかってないから、ジ
ャニーズ事務所問題で、幼児じゃないけどティーンになるかならないぐらい、１０歳前半で
被害を受けた。彼らが１０年２０年経ってやっと言えて、当時は⾃分でもこれは虐待だと思
っていなかったっておっしゃってるわけで、それちょっと先進国ですかっていう感じです
よね。だから余りにも教育が不⾜していることが、もうあの事件で露呈したと思うんです。
なので、今までこの会議出す毎回毎回議論しているが、ちっとも施策に反映されないので、
もういい加減実装化しなきゃいけないんじゃないかと思います。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。始まった時、私もこの立ち位置がよく分からなくて、みんなで意
見交換しましょうみたいな形で終わってしまっているので、山田先⽣の話を受けたりする
と、ここで出したものについて、提言じゃないですけど、施策にこういう形でちょっと入れ
込んで欲しいみたいなところまで含めたものになるのかなと思いました。私達からの提言
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というような形で、私のほうからも各委員にお願いすると思いますので、プレゼン５分ぐら
いでもよいので、レジュメ作ってもらって、発表していただくっていう形がいいのかなって
とは思っています。それぞれの立ち位置で見えている景⾊って違うと思いますので。それに
よって皆さんで議論をする場っていうのはここぐらいしかないと思いますので、ここでや
っていきたいなというふうに思います。 

 
○内野委員 

今後の進め方について、こども・子育て会議の設置要綱では、会⻑が必要に応じて専門部
会を置くことができるってあるんですね。私、この会議も⻑く出ていますけれど、せっかく
議論しても、なかなか反映することがない。私に関わるところで言えば、前期から言い続け
ているこの家空き定員の問題でもここで、あと残り３回。ずらっと区役所の偉い方がいらっ
しゃる中で、一⽣懸命発言して、答えをもらってっていう形じゃなくて、幾つかのそのテー
マについて、私は、この空き定員の問題について、専門部会を作って、そこで提言、提案を
まとめて、皆さんにお諮りして、それを江東区にお伝えするっていう形をやりたいと思って
いました。 

 
○鈴⽊会⻑ 

皆さんの意見を集約する形で、皆さんが専門部会を開きたい、いうことであれば、そうい
う形で進みたいというふうに思っています。どういう形でやるのか。あと、各委員がそれぞ
れの知見を持っている話なので、提言があるんだったらそれは積極的に出していただきた
いです。こういう意見がありますよというのをまとめていただいて、この場で資料で出して
いただくっていう。定員の問題その他現状で私達にも見えないところだったものをいつも
教えていただいてるので、口頭でというよりはもう資料として出していただく。会議の資料
としてもそれを付けられる話になりますので、国の審議会などでも各委員からの提案とい
う形で出しているものはオープンな資料で公開されていますので、江東区でも会議資料と
して提言も含めてもらうと、それがどういうものなのかというところも議論ができると思
います。積極的にその辺も出していただければと思います。どの分野についてどういうメン
バーでやるのかも含めて考えていきたいなというふうに思います。どうもありがとうござ
います。他にございますか。秋山さんお願いします。 
 
○秋山委員 

秋山でございます。この要綱の一番下にある児童相談所の設置について、前回も区の方の
委員会、会⻑と山田委員も参加なさっている。それの進捗状況についてはご報告いただいた
わけですけれども。やはり定期的にね、まずご報告いただきたいということと、それから先
ほどから性教育のところでも出ていましたけれども、我々⾥親としてはですね。養育のバト
ンタッチ。これについて、今、⾥親家庭に国の方では７割とかね、無理なことを言っていま
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すけれども、そういう目標がある中で、区としてどういうふうにしていくのか。また、児童
相談所設置までのステップとしてどういうふうにしていくのかということを、まず教えて
いただきたい。それも皆さんと一緒に考えていきたいなというのが１点です。それと、ちょ
っと変わりますけれど机上に、私がしているホームスタートの活動報告書、これを配布させ
ていただきました。昨年度の活動についての報告でございます。本当にコロナの中で、⾥帰
り出産ができなかったり、実家からですね、お手伝いをいただけない、孤立した出産をした
お⺟さんたちがね、非常に苦労しているということがここにもあります。今年度、まだ６⽉
が終わらないところで、もうすでに３６件の新規のご相談をいただいております。コロナが
明けたんで、ビジター養成講座という今やっているんですが、ここ２、３年毎年３人とか４
人だったのが、今年度１２人の受講者がいて、これだけの方が⾝近になってくれれば嬉しい
なというふうには思っておりますが、区でもいろいろな施策をしておりますけれども、やは
り我々⺠間がね、行っているところにもニーズがあるということをご理解いただければな
というふうに思っています。ホームスタートも、産前の訪問をできるように、このリーフレ
ットの中にあるように、産前の訪問もできるようになりましたので、一つ、皆さんもね、い
ろいろな形で見ていただいて特に幼稚園、保育園、そういったところでは困難な方にはご紹
介いただければ、本当に思っております。皆さん一つよろしくお願いいたします。以上です。 

 
○田村委員 

田村ですが、私ども主にこの乳幼児期の施策の中で、私ども施設、地域⽀援、保育園をい
かに⽀援するか幼稚園をいかに⽀援していくか。そうしないと、これだけたくさんの発達障
害の子のケアはうち施設ではできないということで、いかにそこに働きかけていくことが
できるかが大きなテーマになっております。さっきちょっと視点を変えて、施設虐待。施設
で、やっぱり保育士の先⽣方、お子さんに適切な配慮ができない。合わせて、いかに保育士、
保育の先⽣方、関わる人たちの心のケアといったらいいか、実際に子供に関わる時の、保育
者としての豊かな気持ちになれるように、一体どういうふうな⽀援ができるのかというと
ころで、やはりこの保育の質についてっていうところを、質をどうこう言うのではなくって、
いかに⽀援して、連携して良い方、保育をしようということができるのか、これはさっきの
定員の話じゃないんですが、すべていろんなことが実際、絡んでくるだろうと思いますが、
そういう中で、今できることは何かっていうことを考えていきたいと思っております。それ
ともう一つやっぱりその就学後に行った子供たちが、やはり学校で適用できない問題が、か
なりで出てきていて保育所等訪問⽀援という職員を派遣して、実際に様子を見に行ったり
保護者の方と話し合ったりする道もあるんですが、実際に学校に行けなくなってくる。これ
は原因がいろいろある。そのお子さんの気質もあるかもしれないけど、やはり先⽣方や、周
りの子供たちにも、どう理解してもらえるだろうかね。やはり、ここへはもう明らかに、例
えばいじめの問題等も加わってくる。学校に行けなくなってくる子供たちもかなり出てき
ているはずなんですね。やはり、不登校の話はもう随分⻑くなってきておりますが、実際そ
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この⽀援のあり方はじゃあここで、現状どうなっているのかは、話し合っていただきたいと
思います。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。そういうのをテーマに入れて、ちょっと意見交換できればなとい
うふうに思います。よろしいでしょうか。ちょうど時間という形になりましたが、区⻑お願
いします。 
 
○⽊村区⻑ 

途中で抜けて申し訳ありませんでした。今日途中からですけれども、山田委員からの体罰
の指摘というのは非常に重要であり、絶対許せないっていうような姿勢を、やはりここで打
ち出していく。これはＤＶや児童虐待にも重なる話でありますので、そういった負の連鎖と
いうものを、断ち切っていくっていうことは、非常に重要な指摘だと思います。 

それから幼児期の性教育、これは人権教育であると、⾃分の大切なところは誰にも触らせ
ちゃいけないんだっていう、幼児の時だからこそ、今、本がたくさんあります。そういった
絵本などを通じて、幼稚園でも、保育園でも、こども園でも、小さいときからそれを伝えて
いくっていうのは、これは男の子でも被害に遭っているのが実情でございますので。私も日
本版ＤＢＳについて国会で初めて質問して、そして議論がこども家庭庁の方で進んでおり
まして、この秋には立法化するかもしれない。先ほどまた識者の意見を聞くという話ありま
したが、もし必要でしたらこども家庭庁の方からＤＢＳの関係をやっている人を呼ぶこと
も可能ですから、ぜひこの本区におきましてはそういった子供のですね、性犯罪、性被害、
絶対に許さないという姿勢を強く打ち出していく、前に進めていくことを皆さんにお約束
したいと思います。以上です。 

 
○鈴⽊会⻑ 

ありがとうございます。区⻑から力強く目指していくべき姿を打ち出していただきまし
た。私達委員も同じ思いで進めていきたいと思います。どうもありがとうございます。それ
では、当会議今回の会議というのはこれで頂いているものは終了になりますので事務局の
方に戻したいというふうに思います。 
 
○こども家庭⽀援課⻑ 

はい。本日はありがとうございました。１点事務連絡でございます。次回の開催８⽉中旬
から下旬頃を予定してございます。各委員には日程等につきまして別途またお知らせした
いと存じます。お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。事務局か
らは以上です。 
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○鈴⽊会⻑ 
これをもちまして、こども・子育て会議を終わらせていただきたいと思います。皆さんど

うも、お疲れ様でした。 


